
● 基本的な施策の具体的な目標及びその達成の期間

【国：中央防災会議】基本計画

推進計画 対策計画
● 避難場所・避難路等緊急に整備すべき施設の整備に関する事項

● 津波からの円滑な避難の確保に関する事項 等

● 国の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の基本的方針及び基本的な施策

【府省庁、道県、市町村等】 【民間事業者等】

等

津波避難対策緊急事業計画 【市町村】

● 津波からの避難するために必要な緊急に実施すべき事業（避難施設・避難路等の整備に関する事業、集団移転促進事業等）

● 津波からの防護、円滑な避難及び迅速な救助に関する事項
● 防災訓練に関する事項
● 関係機関との連携協力に関する事項

等

● 事業の具体的な目標及びその達成の期間

対策計画を作成しなければならない施設・事業
・病院、劇場、百貨店、旅館等の多数の者が出入りする施設
・石油類、火薬類、高圧ガス等の取り扱いを行う施設
・鉄道事業等の一般旅客運送に関する事業 等

等

国、自治体、民間事業者等が必要な計画を作成し、これらに基づき、地震防災対策を推進

※【 】は計画作成主体

● 対策計画の基本となるべき事項● 推進計画の基本となるべき事項

● 津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項

日本海溝・千島海溝地震対策の体系
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